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芭
蕉
翁
の
業
績
を
称
え
遺
徳
を
偲し

の

ぶ
平

成
23
年
度
（
第
65
回
）
芭
蕉
祭
を
、
芭
蕉

翁
の
命
日
の
10
月
12
日
を
中
心
に
行
い
ま

す
。

　
セ
レ
モ
ニ
ー
を
は
じ
め
記
念
講
演
会
や

全
国
俳
句
大
会
の
ほ
か
、
各
種
団
体
に
よ

る
協
賛
事
業
が
催
さ
れ
、
俳
句
愛
好
家
や

芭
蕉
翁
を
慕
う
人
た
ち
が
参
加
し
、
文
化

薫
る
歴
史
の
ま
ち
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
芭
蕉
祭
行
事
に
は
、
ど
な
た
で
も
ご
参

加
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
お
誘
い
合
わ
せ

の
上
、
多
数
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

 

■
芭
蕉
祭

【
と
き
・
と
こ
ろ
】　
10
月
12
日
㈬

◆
献
花
・
献
菓

○
午
前
９
時
10
分
〜

　
伊
賀
鉄
道
上
野
市
駅
前
芭
蕉
翁
銅
像

○
午
前
９
時
20
分
〜

　
市
役
所
前
芭
蕉
翁
文
学
碑

◆
芭
蕉
祭
式
典

○
午
前
９
時
25
分
〜
11
時
45
分

　
上
野
公
園
俳
聖
殿
前

 

■
そ
の
ほ
か
の
行
事

◆
芭
蕉
祭
特
別
展

【
と　
き
】　
９
月
17
日
㈯
〜
12
月
27
日
㈫

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で

【
と
こ
ろ
】　
芭
蕉
翁
記
念
館

【
内　
容
】　
芭
蕉
祭
記
念
特
別
展
「
旅
の

詩
人　
松
尾
芭
蕉

－

歌
枕
を
尋
ね
て

－

」

◆
全
国
俳
句
大
会

【
と　
き
】
10
月
12
日
㈬
午
後
１
時
〜
４
時

※
投
句
締
切
り
午
後
０
時
45
分

【
と
こ
ろ
】　

　
上
野
フ
レ
ッ
ク
ス
ホ
テ
ル 

２
階
桜
の
間

◆
芭
蕉
祭
ポ
ス
タ
ー
・
芭
蕉
翁
献
詠
絵
手

　
紙
優
秀
作
品
パ
ネ
ル
展

【
と　
き
】　
10
月
11
日
㈫
・
12
日
㈬

【
と
こ
ろ
】　
芭
蕉
翁
記
念
館
（
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
）・
上
野
フ
レ
ッ
ク
ス

ホ
テ
ル　
２
階
ロ
ビ
ー

◆
芭
蕉
祭
ポ
ス
タ
ー
展
原
画
展

【
と　
き
】　
10
月
11
日
㈫
・
12
日
㈬

【
と
こ
ろ
】　
上
野
フ
レ
ッ
ク
ス
ホ
テ
ル

２
階
ロ
ビ
ー

◆
芭
蕉
翁
ゆ
か
り
の
史
跡
め
ぐ
り
ス
タ
ン

　
プ
ラ
リ
ー

【
と　
き
】　
10
月
12
日
㈬

　
受
付
：
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

【
対
象
施
設
】　
芭
蕉
翁
記
念
館
・
芭
蕉
翁

生
家
・
蓑
虫
庵

※
当
日
は
３
施
設
と
も
に
入
館
料
無
料

【
内　
容
】　
３
つ
の
施
設
に
あ
る
ス
タ
ン

プ
を
す
べ
て
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
台
紙
に
押

し
た
人
に
記
念
品
を
差
し
上
げ
ま
す
。（
先

着
１
０
０
人
）

※
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
台
紙
は
、
対
象
の
３

　
施
設
に
設
置
し
て
い
ま
す
。　
　

※
記
念
品
は
最
終
の
施
設
で
受
け
取
れ
ま

　
す
。

※
芭
蕉
翁
生
家
、
蓑
虫
庵
は
午
前
10
時
か

　
ら
午
後
３
時
ま
で
の
間
に
「
い
が
う
え
の

　
語
り
部
」に
よ
る
施
設
案
内
が
あ
り
ま
す
。

◆
「
柘
植
の
里 

芭
蕉
翁
ゆ
か
り
の
史
跡

　
め
ぐ
り
バ
ス
ツ
ア
ー
」

【
と　
き
】　
10
月
12
日
㈬

　
受
付
：
午
前
11
時
30
分
〜 

※
先
着
19
人

　
出
発
：
午
後
１
時

【
受
付
・
集
合
・
解
散
場
所
】

　
上
野
公
園
入
口
ロ
ー
タ
リ
ー

【
コ
ー
ス
】　
芭
蕉
翁
生
誕
宅
址あ

と
↓
萬
寿
寺

↓
芭
蕉
公
園

※
案
内
は
「
山
出
区
語
り
部
の
会
」

◆
野
外
音
楽
会

【
と　
き
】　
10
月
12
日
㈬
午
後
１
時
30
分

〜
２
時
30
分

【
と
こ
ろ
】　
上
野
公
園
俳
聖
殿
前

 

■
芭
蕉
祭
記
念
講
演
会

　

－

歌
枕
俳
枕
講
座

－

【
と　
き
】　
10
月
11
日
㈫
午
後
２
時
〜

【
と
こ
ろ
】　

　
上
野
フ
レ
ッ
ク
ス
ホ
テ
ル　
２
階
桜
の
間

《
講　
師
》　

　
文
部
科
学
大
臣
賞
受
賞
代
表
者

大
谷　
雅
夫
さ
ん

《
演　
題
》　
「
芭
蕉
と
和わ

か
ん
れ
ん
く

漢
聯
句

－

芭
蕉・素そ

ど
う堂
両
吟
和
漢
俳
諧『
破は

ふ風
口ぐ

ち

に
』

歌
仙
を
読
む

－

」

【
芭
蕉
祭
に
関
す
る
総
合
的
な
問
い
合
わ
せ
】

　
企
画
課　
☎
22
・
９
６
２
１

　
　
　
　
　
℻  
22
・
９
６
２
８

― 10 月６日㈭～ 12日㈬―
◇ 第 40回伊賀陶芸会展　
《と　き》　午前 10時～午後５時
　　　　　※12日㈬は午後４時まで
《ところ》　伊賀上野城

― 10 月９日㈰―
◇ 楽焼体験イベント
《と　き》　午前 10時～午後４時
《ところ》　
　上野恵美須町　D

ど ほ う
OHOU館

― 10 月 11日㈫―
◇ 伊賀上野しぐれ忌連句会
《と　き》　
　午後１時～４時 30分
《ところ》　栄楽館

― 10 月 11日㈫・12日㈬ ―
◇ 俳画展
◇ 芭蕉祭協賛切手展
《と　き》　午前 10時～午後４時
《ところ》　上野ふれあいプラザ

― 10 月 12日㈬ ―
◇ 瓢竹会茶会
《と　き》　午前９時～午後３時
《ところ》　芭蕉翁記念館　茶室
◇ 野点茶会
《と　き》　午前 9時～午後４時
《ところ》　上野公園　慰霊塔前
◇ 郵便局臨時出張所
《と　き》　午前９時～午後１時
《ところ》　上野公園レストハウス前

平
成
23
年
度
（
第
65
回
）
芭
蕉
祭

― 10 月 12日㈬ ―
◇ 伊賀地区防犯協会上野支部
　 委員による啓発活動
《と　き》　午前 10時～午後２時
《ところ》　上野公園レストハウス前
◇ くみひも実演販売
《と　き》　午前 10時～午後３時
《ところ》　上野公園レストハウス前
◇ お茶席
《と　き》　午前 10時～午後４時
《ところ》　蓑虫庵　茶室
◇ 版画絵はがき販売
《と　き》　午前 10時～午後４時
《ところ》　上野公園レストハウス前
◇ 骨董市
《と　き》　午前９時～午後５時
《ところ》　上野公園　慰霊塔前

協賛行事
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◆手続きまでの流れ
　これまで子ども手当を受給していた人と、子ども手
当の支給対象となる子どもが含まれる世帯に、案内を
送付します。
※ 10 月下旬以降に、新規認定手続きに伴う案内文書

　を送付します。子ども手当改正についての詳しい内
　容は案内文書でご確認ください。また、市ホームペー
　ジにも掲載しています。
※案内通知は公務員にも送付しますが、手続きは勤務
　先で行ってください。

改正前 改正後
支給時期 平成 23年９月分まで 平成 23年 10月分～平成 24年３月分
支給月額 ０歳から

中学校修了前まで
（一律）13,000 円

＊０歳から３歳未満（一律）15,000 円
＊３歳から小学校修了前（第１子、第２子）10,000 円・（第３子以降）15,000 円
＊中学生（一律） 10,000 円

所得制限 なし なし

◇ 絵手紙展「拝啓　芭蕉さん」
　【と　き】　10月６日㈭～ 13日㈭　　　　　　
　　　　　　午前 10時～午後４時
　【ところ】　お城会館２階
　【と　き】　10月 14日㈮～ 31日㈪
　【ところ】　銀座ギャラリー

◇ 灯りの城下町
　◆ 伊賀上野「灯りの城下町」
　　《と　き》　10 月９日㈰　午後６時～
　　《ところ》　まちやガーデン伊賀
　　　　　　　伊賀鉄道広小路駅周辺
　◆ 伊賀大和街道「灯りの芭蕉路」　
　　《と　き》　10 月９日㈰
　　《ところ》　まちやガーデン伊賀
　　　　　　　伊賀鉄道広小路駅周辺

芭蕉月間行事芭蕉月間行事
　◆三社参りナイトウォーク
　　《と　き》　10 月９日㈰　午後６時～
　　《集合場所》　上野天神宮
　◆中町まつり
　　《と　き》　10 月 10日（月・祝）
　　　　　　　午前 11時～午後５時
　　《ところ》　中町公民館前駐車場周辺
　◆フルートの調べ
　　《と　き》　10 月 10日（月・祝）　午後７時～
　　《ところ》　上野恵美須町DOHOU館

◇ 芭蕉講座
　【と　き】　11 月 19㈯　午後２時
　【ところ】　上野フレックスホテル　２階桜の間
　【演　題】　「近代俳句の高峰」
　【講　師】　現代俳句協会　会長　宇多　喜代子さん

10 月 12日～ 11月 12日までは「芭蕉月間」です

【支給要件】
①支給対象は、出生から 15歳に達する日以後の最初
　の３月 31日までの間で、国内に住所がある子ども。
　（留学中の場合などを除く。）
②監護（精神面も含め、日常生活で子どもの監督・保
　護を行っていること）および生計を同一にする人が
　複数いる場合は、子どもと同居している人に支給（離
　婚協議中で別居の場合に支給可能。ただし、単身赴
　任の場合を除く。）
③里親、児童養護施設、障害児支援施設などの施設に
　入所している子どもにかかる手当は、施設の設置者

　などに支給されます。
④未成年後見人や父母指定者（父母などが国外にいる
　場合のみ）に対しても、父母と同様（監護・生計が
　同一であること）に手
　当が支給されます。（父
　母などが国外居住の場
　合でも支給可能）
【問い合わせ】
　こども家庭課
　☎ 22-9654
　℻   22-9646

　10月から、子ども手当の支給要件が変わります。受給するには、これまでの子ども手当を
受給していた人も含め、該当するすべての人が認定請求を出さなくてはなりません。
　また、今回の改正で支給要件が変更となり、10月以降は受給できない場合もあります。

 子ども手当が変わります

◆子ども手当の変更点

【問い合わせ】　企画課　☎ 22-9621　℻   22-9628


